
証券コード 3041
2024年９月10日

（電子提供措置の開始日 2024年９月２日）

株 主 各 位
熊本県熊本市南区流通団地1丁目46番地

株式会社ビューティカダンホールディングス
代表取締役社長 舛田正一

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第28期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下

のウェブサイトに「第28期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載

しております。

当社ウェブサイト https://www.beauty-kadan.co.jp/ir/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主

総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書またはインターネットにより、

2024年９月24日（火曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申し

あげます。

敬 具
記

1. 日 時 2024年９月25日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 熊本県熊本市中央区桜町３番40号

熊本城ホール ３階 会議室Ｅ１・２
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第28期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第28期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）計算書類報
告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

4. 招集にあたっての決議事項
(1) 議決権行使書面の賛否の欄に記載がない場合は、会社提案に賛成の意思表示が

あったものとして取り扱わせていただきます。
(2) 書面投票を重複して行われた場合で議決権行使の内容が異なる場合は、最後の

ものを有効なものとして取り扱わせていただきます。
(3) インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議決

権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
(4) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を

問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせてい
ただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〇当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。

〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。

〇株主総会ご出席の方へのお土産は取りやめさせていただいております。
〇新型コロナ等の今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、
下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
https://www.beauty-kadan.co.jp
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全員賛成の場合 ▶ 賛 に○印

全員反対の場合 ▶ 否 に○印

一部候補者に賛成の場合

▶ 否に○印をし、賛成する候補者番号を記入

一部候補者に反対の場合

▶ 賛 に○印をし、反対する候補者番号を記入

賛成の場合 ▶ 賛 に○印

反対の場合 ▶ 否 に○印

第２号議案

第１号議案、第３号議案

こちらに議案の賛否をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくだ

さいますようお願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

株主総会に

ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案

に対する賛否をご表示のうえ、

ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙を会場

受付にご提出ください。

行使期限

2024年９月 24日（火曜日）

午後５時到着分まで

行使期限

2024年９月 24日（火曜日）

午後５時入力完了分まで

日 時

2024年９月 25日（水曜日）

午前10時30分

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

・ 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り

扱わせていただきます。

・ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行

使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

また、インターネットによって複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使

された場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。
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御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

(

切

取

線

)

議 決 権 行 使 書

見本

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号： 0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

https://www.web54.net

インターネットによる議決権行使のご案内
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第28期の期末配当につきましては、当連結会計年度の業績及び今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円00銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は16,229,392円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月26日といたしたいと存じます。

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

１

三
み

島
しま

美佐夫
み さ お

(1949年７月17日生)

1974年５月 ビューティ花壇（当社前身）創業

571,200株

1991年12月 有限会社三樹設立 代表取締役

1997年１月 有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長

2000年６月 株式会社へ組織変更 代表取締役社長

2003年８月 当社代表取締役会長

2008年９月 当社取締役退任

2008年10月 当社名誉会長

2009年９月 当社代表取締役会長兼社長

2009年10月 当社代表取締役社長

2012年10月 株式会社ＭＭＣ代表取締役社長（現任）

2015年６月 株式会社セレモニーサービス代表取締役社長（現任）

2015年７月 株式会社ビイケイエステート代表取締役社長

2020年９月 当社代表取締役会長（現任）
＜取締役候補者の選任理由＞

三島美佐夫氏は、創業者として長年にわたり経営を担い、現在は代表取締役会長として、経験に基づいた的確な

視点から経営全般に関する助言を行っており、重要事項の決定や業務執行に対する監督等適切な役割を果たしてい

ることから引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

２

舛
ます

田
だ

正
しょう

一
いち

(1970年１月23日生)

1990年６月 ビューティ花壇（当社前身）入社

4,700株

2005年６月 当社流通統括部長

2006年７月 当社執行役員

2007年９月 当社取締役流通統括部長

2008年９月 当社取締役業務本部長兼流通統括部長

2009年10月 当社取締役業務本部長

2010年４月 当社取締役経営企画室長兼業務本部長

2010年９月 当社常務取締役経営企画室長兼業務本部長

2011年６月 当社常務取締役事業本部長兼新規事業部長

2011年９月 当社常務取締役事業本部長

2011年12月 当社常務取締役事業本部長兼営業企画部長

2012年６月 当社常務取締役事業本部長

2012年９月 当社専務取締役事業本部長

2013年６月 当社専務取締役経営企画室長兼人事
本部長兼事業本部長

2013年10月 当社専務取締役事業本部長

2013年10月 マイ・サクセス株式会社取締役

2016年２月 株式会社アグリフラワー代表取締役社長

2016年２月 株式会社ＳＨＦ取締役

2020年９月 当社代表取締役社長事業本部長

2024年１月 当社代表取締役社長（現任）
＜取締役候補者の選任理由＞

舛田正一氏は、長年当社の主要部門である事業本部（生花祭壇事業）における業務を執行する取締役として経営

の監督を適切に行い、現在は代表取締役社長として経営の監督を適切に行っております。取締役会においては、取

締役会議長として取締役会を適切に運営するとともに、経営上の重要な案件について各取締役からの報告も踏まえ、

取締役会の意思決定の機能を高めております。当社が属する業界に関する豊富な知識や、経営全般に関する経験と

実績に基づく強いリーダーシップにより、当社の更なる発展と企業価値向上に資するとの考えから、引き続き取締

役としての選任をお願いするものであります。

３

三
み

島
しま

まりこ
(1978年１月28日生)

2004年６月 当社入社

9,900株

2013年６月 当社役員秘書室長

2013年９月 当社取締役役員秘書室長

2013年10月 当社取締役経営企画室長

2015年８月 株式会社キャリアライフサポート
代表取締役社長（現任）

2017年２月 株式会社セレモニーサービス取締役

2017年７月 当社取締役経営企画本部長

2019年９月 株式会社セレモニーサービス
専務取締役（現任）

2020年９月 当社専務取締役経営管理本部長（現任）

2023年10月 株式会社ｇｏｅｎｎ取締役（現任）
＜取締役候補者の選任理由＞

三島まりこ氏は、管理部門全般を執行する取締役として経営の監督を適切に行っております。取締役会において

は、予算計画の取りまとめや進捗管理、及び管掌子会社における経営計画に対する進捗、結果等に関し、市場・顧

客動向を踏まえて適切な説明を行い、経営における意思決定の機能を高めております。

これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任を

お願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

４

田
た

口
ぐち

絹
きぬ

子
こ

(1963年７月31日生)

2006年８月 当社入社

2,900株

2009年10月 株式会社クラウンガーデネックス
（現株式会社ビューティ花壇西日本）代表取締役社長

2013年６月 当社コーポレート部長
株式会社One Flower（現株式会社ビューティ花壇西日本）
代表取締役会長

2013年９月 当社取締役コーポレート部長

2013年10月 当社取締役コーポレート本部長

2020年９月 当社取締役総務人事部長（現任）

2023年７月 株式会社ＳＨＦ監査役（現任）

2023年８月 マイ・サクセス株式会社監査役（現任）
＜取締役候補者の選任理由＞

田口絹子氏は、総務人事担当業務を執行する取締役として経営の監督を適切に行っております。取締役会におい

ては、人事・労務、その他経営上重要な案件への提言を通して、経営全体における意思決定の質を高め、グループ

全体のガバナンス向上に貢献しております。

これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任を

お願いするものであります。

５

栁
やなぎ

田
た

晋
しん

介
すけ

(1975年４月14日生)

2013年３月 当社入社

2,000株

2014年９月 当社総務人事部長

2015年７月 株式会社ＳＨＦ取締役（現任）

2017年７月 当社経営企画部長

2020年４月 株式会社クレア取締役

2020年９月 当社取締役経営企画部長

2023年７月 当社取締役経営・IT企画部長（現任）

2024年１月 株式会社セレモニーサービス監査役（現任）

2024年１月 株式会社ビューティ花壇西日本監査役（現任）

2024年１月 株式会社花時取締役（現任）

2024年７月 株式会社ＴＨＥ ＭＯＭＥＮＴ取締役（現任）
＜取締役候補者の選任理由＞

栁田晋介氏は、経営企画担当業務を執行する取締役として経営の監督を適切に行っております。取締役会におい

ては、中期経営計画の取りまとめや進捗管理、新規事業他経営上重要な案件への提言を通して、経営全体における

意思決定の質を高め、グループ全体のガバナンス向上に貢献しております。

これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任を

お願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

６

新
しん

改
かい

敬
たか

英
ひで

(1974年６月12日生)

2001年12月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社

－株

2006年１月 株式会社グロバリー
（現株式会社バーグマン）入社

2010年１月 医療法人桜十字病院入職

2019年４月 熊本学園大学大学院会計専門職研究科講師

2020年９月 当社社外取締役（現任）

2021年４月 熊本学園大学大学院会計専門職研究科准教授（現任）

2022年11月 肥銀キャピタル株式会社肥銀ベンチャー
２号投資事業有限責任組合投資諮問委員
（現任）

＜社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要＞

新改敬英氏は、事業会社における経営部門の経験に加え、熊本学園大学大学院会計専門職研究科准教授他、一橋

大学経済学研究科の客員研究員を務められるなど、幅広い実務経験や学術的知見を有しており、当社の経営戦略や

管理会計の観点から積極的な意見・提言を行い、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たして

きました。引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定並びに業務執行の監督機能を担う取締役として適任であると

考え、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社

の経営に関与した経験はありませんが、今後もこれまでどおり、社外取締役としての職務を適切に遂行することが

できるものと判断しております。

（注）1.取締役候補者の三島美佐夫氏、舛田正一氏は、当社の子会社である株式会社アグリフラワーに
対する出資関係があります。

2.三島美佐夫氏、舛田正一氏以外の各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありませ
ん。

3.取締役候補者の新改敬英氏は、社外取締役候補者であります。
4.新改敬英氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年と
なります。

5.新改敬英氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、独立性を有すると判断して
おります。また新改敬英氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ておりますが、本総会で原案どおり選任された場合、引き続き独立役員として届け出
る予定であります。

6.当社は、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負う
こと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約
により填補することとしております。各候補者が就任した場合は、当該保険契約の被保険者と
なります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

7.当社は、新改敬英氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。同氏が再選され就
任した場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
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（ご参考）
次のとおり、社外役員の独立性判断基準を定めております。
① 当社における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下

各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。
1．当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）

又はその業務執行者である者
2．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者
3．当社の主要な取引先又はその業務執行者である者
4．当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当

している者
5．当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書

士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、
組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）

6．当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名
称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

7．当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（ただし、当該寄附を得ている者が法人、
組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者
である者）

8．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者
9．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族
10．当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、

その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
11．過去３年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与

（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等
以内の親族

12．前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を
果たすことができない特段の事由を有している者

② 本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった
場合は、直ちに当社に告知するものとする。

③ 本条において「主要な取引先」とは、直近の事業年度の年間連結売上高（当社の場合は年間連結
売上総利益）が2%を超える場合をいう。

取締役のスキルマトリックス（本総会において各候補者が選任された場合）

氏名 属性 企業経営 事業戦略 人事・労
務

ESG・
サステナ
ビリティ

Ｍ＆Ａ
新規事業

財務・会
計

三島 美佐夫 ● ●

舛田 正一 ● ●

三島 まりこ ● ● ●

田口 絹子 ● ●

栁田 晋介 ● ● ●

新改 敬英
社外
独立

● ● ● ●

（注）上記一覧表は、各取締役の全ての知識・専門性・経験を表すものではなく、主なものに印を
つけております。
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第３号議案 監査役１名選任の件

監査役岡田正人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

新任

加
か

藤
とう

研
けん

一
いち

(1959年４月21日生)

1983年４月 積水化学工業株式会社入社

－株

1997年３月 経団連出向

2000年４月 清水化学工業株式会社情報企画部課長

2005年12月 Sekisui SPR Americas営業部長

2008年１月 株式会社積水インテグレーテッドリサー
チ部長

2015年４月 公益社団法人新化学技術推進協会部長研究員
2015年６月 兼松エレクトロニクス株式会社監査役
2016年６月 同社取締役監査等委員
2021年６月 東京大学先端科学技術研究センター特任

専門員（現任）
＜監査役候補者の選任理由＞

加藤研一氏は、各分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識

を当社の監査とガバナンス強化に生かしていただくことを期待し、監査役の候補者とするものであります。

（注）1.監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.監査役候補者は、社外監査役候補者であります。
3.監査役候補者が選任された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の
損害賠償責任の限度額について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契
約を締結する予定であります。

4.当社は、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負う
こと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約
により填補することとしております。候補者が就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
ります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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事 業 報 告

(2023年７月１日から
2024年６月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済活動に正常化にともない、雇

用・所得環境の改善が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で

ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢をめぐる地政学リスクによる

エネルギー価格や原材料価格の高騰、円安による物価の上昇等など景気の先行

きは依然として不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは最終年度を迎えた中期経営計画に掲げ

る「既存事業の収益性改善と新規事業の創出により持続的な成長を実現し、企

業価値向上・株価上昇へつなげる」ことを基本方針として「コア事業での売上

拡大」「事業基盤強化」「新サービス開始・新規事業の拡大」「企業価値向上」を

重点戦略とし取り組んでまいりました。

これと合わせ、更なる業容拡大と上述の事業基盤強化を図るべく、グループ

各社の連携・経営責任の明確化・次世代経営人材の育成等目的とした持株会社

化の検討・準備を進め、2024年１月１日付での移行を実施いたしました。

この結果、各事業ともに引き続きコロナ禍から総じて回復基調にあったこと

や生花卸売事業において販売単価が上昇したこと等から、当連結会計年度にお

ける当社グループの売上高は、6,982,903千円(前年同期比8.9％増)、ホールデ

ィングス化にともなう費用を計上したこと等により営業利益は84,865千円(前年

同期比31.8％減)、経常利益は99,619千円(前年同期比26.3％減)、親会社株主に

帰属する当期純利益は28,541千円(前年同期比67.9％減）となりました。

なお、当連結会計年度末の現金及び預金の残高は1,071,375千円であり、当面

の間の運転資金が十分に賄える状況にあると考えております。また、当連結会

計年度末の自己資本残高は544,109千円であるため、自己資本が著しく脆弱であ

るという状況にはありません。

セグメントごとの業績は、以下のとおりであります。

(生花祭壇事業)

生花祭壇事業の売上高は、3,864,156千円(前年同期比11.5％増)となりまし
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た。厚生労働省「2023年人口動態統計月報年計（概数）の概況」によりますと、

2023年の年間死亡者数は1,579千人と推計され、高齢化社会を背景に増加傾向に

あります。経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、葬儀業の

2023年７月から2024年５月までの取扱件数は微増、売上高は増加し、葬儀単価

はやや上昇しました。

このように葬儀業全体では市場は今後も拡大傾向にある一方で、全国的に進

む「家族葬」や「密葬」、「一日葬」等葬儀の小型化による単価の下落傾向等の

対応が求められる状況となっております。

このような状況の中で、当事業では中期経営計画に基づく戦略の実行と葬儀

の縮小傾向に対応した新たなサービス展開や新商品販売を実施してまいりまし

た。その結果、原材料費高騰等の影響を受けたものの売上が増加したことによ

り営業利益は332,613千円（前年同期比3.3％増）となりました。

(生花卸売事業)

生花卸売事業は、100％子会社であるマイ・サクセス株式会社において、これ

まで進めていた業務効率化に加え、当社グループとしての更なる競争力強化を

図っておりますが、当連結会計年度におきましては販売数量の増加や円安、夏

場の高温を受けた生育不良等による供給不足が影響し販売単価が上昇したこと

により、売上高は2,239,843千円(前年同期比8.5％増)となりました。

東京都中央卸売市場「市場統計情報」(2024年６月)によると、2023年７月か

ら2024年６月までの切花累計の取扱金額は61,295百万円（前年同期比2.0％減）、

数量では751百万本(前年同期比2.8％減)と単価は上昇傾向で推移いたしました。

このような状況の中で、当事業では引き続き生花卸売事業（国内流通）と生

花祭壇事業とのシナジー追求を図りながら抜本的な物流体系の改革へ向けた取

り組みを実行しつつ、合わせて販売価格への転嫁や取扱品目の精査、販管費効

率化等を実施した結果、原価率高騰の影響は受けたものの、営業利益は32,842

千円（前年同期比2.8％増）となりました。

(ブライダル装花事業)

ブライダル装花事業の売上高は、コロナ禍からの反動増の影響が大きかった

前年同期との比較ではやや低調に推移し、353,380千円(前年同期比5.7％減)と

なりました。
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少子化による結婚件数の減少と、「ナシ婚」ともいわれる婚姻届のみの結婚の

増加等により、ブライダル業界の市場規模は縮小傾向にあるものの、晩婚化に

よる結婚式単価の上昇や、ゲストハウス・ウエディングやレストラン・ウエデ

ィング等オリジナル挙式志向の高まりを背景に新規参入企業が増加するなど、

これまでは大きな市場規模が保持されておりましたが、コロナ禍の影響を受け

同市場規模は大幅に縮小し、その後回復基調で推移しております。

このような状況の中、同事業では関西・九州エリアにおける既存顧客・エリ

アへの深掘による受注増、同エリアでの新規取引先拡大、リテール部門の売上

拡大・利益率改善に取り組んでまいりましたが、売上減等の影響により、営業

損失は2,629千円(前年同期は18,546千円の利益）となりました。

(その他）

その他の事業は、システム開発事業、冠婚葬祭に関する企画並びにコンサル

タント業務、就労継続支援事業、農業を行っております。当連結会計年度にお

いては、システム開発事業は堅調に推移し、売上高は525,522千円（前年同期比

3.2％増）となりましたが、他の事業において低調に推移したことから営業損失

は2,795千円（前年同期は18,448千円の利益）となりました。

なお、事業セグメント別売上高は、次のとおりであります。

売 上 高 構 成 比

生 花 祭 壇 事 業 3,864,156千円 55.34%

生 花 卸 売 事 業 2,239,843千円 32.08%

ブ ラ イ ダ ル 装 花 事 業 353,380千円 5.06%

そ の 他 525,522千円 7.53%

合 計 6,982,903千円 100.00%

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において、重要な設備投資は行っておりません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、金融機関より350百万円の資金調達を実施しまし

た。
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なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額630百万

円の当座貸越契約を締結しております。

(4) 財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第25期

(2021年６月期)
第26期

(2022年６月期)
第27期

(2023年６月期)

第28期
(当連結会計年度)
(2024年６月期)

売 上 高(千円) 5,348,516 5,857,851 6,413,063 6,982,903

経 常 利 益(千円) 100,573 128,456 135,172 99,619

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 81,779 86,317 88,816 28,541

１株当たり当期純利益 (円) 20.20 21.32 21.93 7.04

総 資 産(千円) 2,444,878 2,435,062 2,462,090 2,717,887

純 資 産(千円) 430,883 522,894 545,456 544,109

１株当たり 純 資 産 額 (円) 99.43 120.74 134.70 134.10

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. １株当たり純資産額は、期末発行済株式数に基づき算出しております。
3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首

から適用しており、第26期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっております。

（参考）当社の財産及び損益の状況

区 分
第25期

(2021年６月期)
第26期

(2022年６月期)
第27期

(2023年６月期)

第28期
(当事業年度)
(2024年６月期)

売 上 高(千円) 2,449,393 2,560,134 2,621,281 1,685,406

経 常 利 益(千円) 39,189 67,974 37,908 70,665

当 期 純 利 益(千円) 46,230 53,103 33,747 68,550

１株当たり当期純利益 (円) 11.42 13.11 8.33 16.91

総 資 産(千円) 1,266,133 1,195,053 1,283,434 1,385,221

純 資 産(千円) 332,745 385,848 385,053 431,234

１株当たり 純 資 産 額 (円) 82.17 95.28 95.09 106.28

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. １株当たり純資産額は、期末発行済株式数に基づき算出しております。
3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首

から適用しており、第26期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっております。
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社ビューティ花壇東日本 10,000千円 100.0％ 生花祭壇事業

株式会社ビューティ花壇西日本 10,000千円 100.0％
生花祭壇事業、ブライダル装花、ブー
ケ等の販売

株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｆ 58,000千円 100.0％ システム開発事業

株 式 会 社 花 時 3,330千円 100.0％ 生花祭壇事業、生花卸売事業

マイ・サクセス株式会社 30,000千円 100.0％
花卉・鉢物及び園芸用品の輸出入業・
卸売販売

株式会社セレモニーサービス 22,000千円 100.0％
冠婚葬祭に関する企画・運営並びにコ
ンサルタント業務他

株式会社キャリアライフサポート 10,000千円 100.0％
障害者総合支援法に基づく就労継続支
援事業

株式会社アグリフラワー 5,000千円 25.0％ 農業生産法人

(6) 対処すべき課題

当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりです。

当社グループは直近の業績や外部環境の変化を勘案し、中期経営計画（2025

年６月期～2027年６月期）を策定し目標達成のための重点目標として以下を掲

げております。

１．経営基盤の強化

●新体制（ホールディングス）機能の強化・Ｍ＆Ａによる事業多角化

⇒グループ資金効率化による強化事業への積極投資、Ｍ＆Ａ・事業の選択

と集中による収益力強化

●人的資本の価値向上に向けた取り組み強化（ダイバーシティ推進、人材育

成強化）

⇒人事制度再構築によるモチベーション向上・キャリア開発支援、新卒と

中途採用の強化

●ＤＸ推進による業務効率化

⇒Ｗｅｂ受注システム開発による社内業務の効率化、ＣＲＭと連携した施

行情報の集約化・分析

２．各事業の売上拡大（グループ収益力の強化）

（生花祭壇事業）
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●Ｍ＆Ａを含めた既存事業エリアの戦略的拡大

⇒新規顧客獲得及びＭ＆Ａによる売上拡大、リードタイム短縮による利益

率ＵＰ

●新商品開発

⇒高単価オプションを含めた祭壇・供花の他社との差別化、花布団・派生

商品販売強化

●人材獲得・育成

⇒待遇改善、人事制度見直し等によるより魅力のある社風づくりと採用強

化

（生花卸売事業）

●新商品構築（産地開拓）

⇒定期取引の獲得と新商品の開発

●事業承継による事業拡大

⇒同業他社との関係強化及びＭ＆Ａ（仲卸／商社）

（ブライダル装花事業）

●新規取引先開拓

⇒関西・九州エリアの取引獲得

●新商品企画・小売事業強化

⇒（ホテル内）ＳＨＯＰ事業を足がかりとした、宴会売上獲得、観葉植物

リース事業拡大

●ノベルティ売上拡大

⇒自動車販売会社向け商品販売拡大・アフターブーケ販売強化

（その他事業）

●既存業界向けシステム開発とＡＩ・ＩｏＴ開発強化 ＜システム開発＞

⇒葬儀業界・建築業界向け新サービスリリース／社内研究開発人員の強化

と企業・大学との提携

●新サービス開発 ＜葬儀＞

⇒供養関連事業・海洋散骨のサービス開始

●請負売上UP ＜就労継続支援＞

⇒請負先拡大・単価ＵＰ

●既存生産地での生産力ＵＰと生産力増強 ＜農業＞

⇒熊本県八代エリアに加え生産地拡大

●事業の早期黒字化・成長軌道へ ＜レストラン＞

⇒競合店との差別化戦略（付加価値：人・品質・空間提供）による利益率

向上
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３．サステナビリティ経営の推進と企業価値向上

●環境配慮型商品（サービス）、脱炭素化等ＳＤＧｓの取り組み推進

⇒環境配慮型商品、廃棄花材類の利活用、廃棄ゴミ類の削減を各大学・機

関との提携により推進

●資本効率の向上と 株主還元の拡充（資本コストや株価を意識した経営の実

現に向けた対応）

⇒ＲＯＥを重要な経営指標とし、株主還元の充実と財務の健全性及び戦略

的投資のバランスを最適化することで、企業価値の向上を図る

●デジタル技術の活用による社会問題解決への貢献

⇒＠葬儀（アット葬儀）のサービス拡充と納骨堂化アプリ／参拝管理アプ

リを展開

(7) 主要な事業内容（2024年６月30日現在）

事 業 区 分 主 な 事 業 内 容

生 花 祭 壇 事 業 生花祭壇・供花等の販売

生 花 卸 売 事 業 菊・胡蝶蘭等生花の販売

ブライダル装花事業 ブライダル装花・ブーケ等の販売

そ の 他 事 業
システム開発事業・冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務・
就労継続支援事業・農業

(8) 主要な営業所（2024年６月30日現在）

①当社

株式会社ビューティカダンホールディングス 本 社 熊本県熊本市南区流通団地一丁目46番地
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②子会社

株式会社ビューティ花壇東日本 本 社 東京都葛飾区白鳥四丁目８番14号

株式会社ビューティ花壇西日本 本 社 熊本県熊本市南区流通団地一丁目46番地

株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｆ 本 社 京都府福知山市字猪崎小字古黒353番

株 式 会 社 花 時 本 社 沖縄県中頭郡北中城村字安谷屋2252番地１

マイ・サクセス株式会社 本 社 千葉県成田市前林861番地

株式会社セレモニーサービス 本 社 熊本県熊本市中央区出水一丁目１番地28

株式会社キャリアライフサポート 本 社 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田字下原2818番地７

株式会社アグリフラワー 本 社 千葉県成田市前林861番地

(9) 従業員の状況（2024年６月30日現在）

① 企業集団の従業員の状況

事 業 部 門 従 業 員 数（名)

生 花 祭 壇 事 業 115 (175)

生 花 卸 売 事 業 14 ( 6)

ブ ラ イ ダ ル 装 花 事 業 34 ( 10)

そ の 他 51 ( 18)

全 社 （共 通） 24 ( -)

合 計 238 (209)

(注) 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員（８時間換算）
を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

14（-）名 △88（△129）名 39.5歳 9.6年

(注) 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員（８時間換算）
を外数で記載しております。
従業員の減少は、主として2024年１月１日付で当社を吸収分割会社とし、連結子会社である株
式会社ビューティ花壇東日本、株式会社ビューティ花壇西日本を吸収分割承継会社とする会社
分割（吸収分割）を行ったことにより従業員の異動があったためです。

(10) 主要な借入先の状況（2024年６月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 401,249千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 303,275千円

株 式 会 社 熊 本 銀 行 237,804千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 150,000千円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 94,999千円
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2. 会社の株式に関する事項（2024年６月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 17,600,000株

(2) 発行済株式の総数 4,057,348株(自己株式1,018,652株を除く）

(3) 株主数 3,533名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 （株） 持 株 比 率 （％）

株 式 会 社 Ｍ Ｍ Ｃ 910,000 22.43

三 島 美 佐 夫 571,200 14.08

謝 花 斉 79,400 1.96

上 田 真 由 美 75,800 1.87

株 式 会 社 河 野 メ リ ク ロ ン 68,800 1.70

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 67,174 1.66

畑 美 智 子 56,600 1.39

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 55,900 1.38

武 末 大 輝 52,300 1.29

森 本 昌 清 50,100 1.23

(注) 1. 当社は自己株式1,018,652株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当社は、取締役（社外取締役を除く。）５名に対し、譲渡制限付株式報酬とし

て、2023年11月24日付で普通株式7,900株を発行しています。

（6）その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 三 島 美佐夫
株式会社ＭＭＣ代表取締役社長
株式会社セレモニーサービス代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 舛 田 正 一

専 務 取 締 役 三 島 まりこ

経営管理本部長
株式会社キャリアライフサポート
代表取締役社長
株式会社セレモニーサービス専務取締役

株式会社ｇｏｅｎｎ取締役

取 締 役 田 口 絹 子

総務人事部長

株式会社ＳＨＦ監査役
マイ・サクセス株式会社監査役

取 締 役 栁 田 晋 介

経営・ＩＴ企画部長
株式会社ビューティ花壇西日本監査役
株式会社ＳＨＦ取締役
株式会社セレモニーサービス監査役
株式会社花時取締役

取 締 役 又 吉 敦 史

財務経理部長
株式会社ビューティ花壇東日本監査役
株式会社ＳＨＦ取締役
株式会社花時監査役
マイ・サクセス株式会社取締役

取 締 役 新 改 敬 英
熊本学園大学大学院会計専門職研究科准教授
肥銀キャピタル株式会社肥銀ベンチャー２号投
資事業有限責任組合投資諮問委員

常 勤 監 査 役 岡 田 正 人

監 査 役 宮 田 房 之 宮田総合法律事務所弁護士

監 査 役 吉 永 賢一郎
税理士法人ユース会計社代表社員
株式会社ユース総研代表取締役

(注) 1. 取締役新改敬英氏は、社外取締役であります。
2. 監査役宮田房之氏及び監査役吉永賢一郎氏は、社外監査役であります。
3. 取締役新改敬英氏、監査役宮田房之氏及び監査役吉永賢一郎氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役吉永賢一郎氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております
5. 監査役竹内尚氏は、2023年９月27日開催の第27期定時株主総会終結の時をもって、辞任に

より監査役を退任いたしました。
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(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 支給人員 基本報酬
非金銭報酬等
(譲渡制限付株式報酬)

報酬等の総額

取 締 役
（うち社外取締役）

７名
(１)

83,400千円
（1,800)

9,898千円
(－)

93,298千円
(1,800)

監 査 役
（うち社外監査役）

４名
(３)

8,200千円
(4,600)

－千円
(－)

8,200千円
(4,600)

合 計 11名 91,600千円 9,898千円 101,498千円

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の報酬限度額は、2013年９月20日開催の第17期定時株主総会にお

いて、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の

取締役の員数は７名（うち社外取締役は１名）です。また、取締役の報酬限度

額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度

について、2023年９月27日開催の第27期定時株主総会において、年額90百万円

以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役

を除く）の員数は６名です。

当社監査役の報酬限度額は、2006年９月28日開催の第10期定時株主総会にお

いて、年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の

監査役の員数は２名です。

③ 役員の報酬等の決定方針

イ．方針の決定方法

当社では役員報酬規程を定めており、その改廃は取締役会の決議によって

決定しております。

ロ．方針の内容の概要

当社では、取締役が担当する業務や職責・役位をベースに、グループ業績

を加味する中で、役員報酬見直しの必要性検討は毎年実施しています。なお、

取締役（社外取締役を除く）に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を

図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆さまとの一層

の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を導入してい

ます。

個々の取締役の固定報酬については、株主総会の決議により定められた取

締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。

各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の

大きさ、業績等を勘案し決定することを方針としております。委任した理由

は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行

うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当事業年

度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当

役員・社外取締役との協議のうえ、取締役会にて決定しております。
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また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

「(1) 取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。なお、当社

との間に重要な取引等はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取 締 役 会
(18回開催)

監 査 役 会
(13回開催)

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 新 改 敬 英 18回 100.0％ - -

監 査 役 宮 田 房 之 17回 94.4％ 12回 92.3％

監 査 役 吉 永 賢一郎 17回 94.4％ 12回 92.3％

・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役新改敬英氏は、様々な業種の経営に関する豊富な知識と経験に基づ

き、適宜必要な発言を行っております。

監査役宮田房之氏及び監査役吉永賢一郎氏は、社外監査役として、公正か

つ独立の立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務遂行の適法性と合理

性を確保するための発言を行っております。

・社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

新改敬英氏は、事業会社における経営部門の実績や学術的見地に基づき、

実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行ってお

ります。
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③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当社の社外取締役及び各監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社

法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額と

しております。

④ 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する下記の役員等賠償責任保険契約

（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社と締結しております。その契約の概要等は以下の

とおりであります。

イ．被保険者の範囲

当社及び当社子会社の全ての取締役、監査役。

ロ．被保険者の実質的な保険料負担割合

被保険者が保険料の約１割を負担しております。

ハ．補償の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその職務の執行につき行った行為（不作為を

含む。）に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がな

されたことにより、被保険者が被る損害及び訴訟費用等に対して填補

します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の

場合等一定の免責事由があります。

4. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額及び監査役会が報酬等の同意をした理由

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

24,800千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2 .監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意をした理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたう
えで会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠につい
て確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等
の額について同意いたしました。
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(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、

取締役会は、当該決定内容の議案を株主総会に提出することとします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場

合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査

役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査

人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の処分に関する事項

金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要

① 処分対象

太陽有限責任監査法人

② 処分内容

契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（2024年１月１日から同年３

月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監

査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

③ 処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認

会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のな

いものと証明したため。

5. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該体制の

運用状況の概要は以下のとおりであります。
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(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 企業価値の向上と社会の一員として信頼される企業となるため、法令・定款

及び社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針としてビューティカ

ダンホールディングス役員行動規範を定めるとともに、万一取締役が他の取

締役の違法行為を発見した場合には、取締役及び監査役に対する報告並びに

違法行為のための是正措置が円滑に図れる体制を整えます。

② コンプライアンス委員長がコンプライアンス全体に関する統括責任者として

コンプライアンス体制の維持及び整備を行い、取締役への教育及び研修等を

行います。

③ 監査役及びコンプライアンス委員会は連携し、コンプライアンス体制の調査

並びに法令及び定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する体制を整

えます。また、取締役会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、欠陥が

発見された場合には、取締役会として適切な是正措置を講じます。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会議事録を法令や社内規程に基づき作成し、適切かつ確実に保存及び

保管します。

② 経営及び業務執行に関する重要な情報及び決定事項は文書管理規程等の社内

規程に基づき、適切かつ確実に保存及び保管します。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社グループは、グループリスク管理規程により経営活動上のリスク管理に

関する基本方針及び体制を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築

することによって適切なリスク対応を図ります。

② 当社が把握するリスクは、有価証券報告書等を通じ積極的にステークホルダ

ーに開示していきます。

③ 新たに生じたリスク若しくは重大なリスクが予見された場合には、取締役会

において速やかに担当取締役を選任し、対応責任者として必要な対策を講じ

るものとします。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は事業年度計画及び中期経営計画を作成し、その達成に向けて効率

的に職務を執行する体制を整えます。

② 取締役会は定時に毎月１回、また、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重

要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監

督します。

③ 取締役及び使用人の職務分掌と権限を社内規程にて明確にし、適正かつ効率

的に職務が行われる体制を確保します。
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(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 稟議規程並びに業務分掌規程及び職務権限規程により各部門の職務権限を明

確化し、相互牽制機能を強化する体制を整えます。

② 内部通報制度を設置し、コンプライアンス通報規程に基づき、通報者が不利

益な取扱いを受けないよう保証する体制を整えます。

③ コンプライアンス委員長がコンプライアンス全体に関する統括責任者として

コンプライアンス体制の維持及び整備を行い、使用人への教育及び研修等を

行います。

(6) 会社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

① 関係会社管理規程に基づき、グループ各社への経営指導及び業務支援を行い

ます。

② グループ各社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会

に報告し、承認を得て行います。

③ 定期または臨時にグループ各社との連絡会議を開催し、グループ間の情報共

有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図ります。

④ 監査役と内部監査人は、定期または臨時にグループ各社の管理体制を監査し、

その結果を随時社長に報告します。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

① 監査役は、コンプライアンス委員会の委員その他必要と認められる使用人に

対し、監査業務に関する要請を行うことができるものとします。

② 監査役から監査業務の要請を受けた使用人は、必要に応じて監査役の監査を

補助するものとします。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役より監査業務に関する要請を受けた使用人は、その要請に関して、取

締役の指揮命令を受けないものとします。

② 監査業務に関する要請を受けた使用人に関する人事異動並びに人事評価及び

処罰等について、担当取締役は監査役の求めに応じてその事由等の説明を行

う業務を負うものとします。

(9) 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

① 代表取締役及び業務担当取締役は、取締役会及び経営会議等において担当す

る業務の執行状況を随時報告するものとします。

② 当社及びその子会社において、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為

または会社に著しい損害を与えるおそれのある事実が発生したときには、当

該事実を発見した当社及びその子会社の取締役または使用人、またはこれら
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の者から報告を受けた当社のコンプライアンス委員会もしくは当社の子会社

の監査役は、当該事実に関する事項について、速やかに当社の監査役に報告

するものとします。

③ 当社及びその子会社は、上記の報告をした者に対し、当該報告をしたことを

理由として不利な取扱いを行いません。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役と代表取締役との間で、監査体制その他監査の実効性確保に関する事

項についての定期的な意見交換を行っております。

② 監査役は、内部監査室による内部監査の実施計画について事前に説明を受け、

当該計画について協議することとし、適宜に内部監査結果について意見交換

を行う等、常に連携を図っていきます。

③ 監査役は、適宜に監査法人との情報交換を行う等、連携を図っていきます。

④ 当社は、当社の監査役の職務執行により生ずる費用について、監査計画に基

づき必要かつ十分な予算を確保し、関連する社内規程に従って負担するもの

とします。

(11) 内部統制システムの運用状況

2023年７月１日から2024年６月30日までの１年間において、経営及び業務執行

に関わる意思決定機関としての取締役会を月１回以上開催し、経営上の重要な項

目を協議・決定をしております。１名の社外取締役、２名の社外監査役は、専門

的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会にて適宜に意見を述べており、経営や

業務執行の監督機能、牽制機能を担っております。また、社内及び社外に設置さ

れた内部通報窓口において随時内部通報を受け付けるものとしており、周知及び

対応を継続しております。

6. 会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方

針については、特に定めておりません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。また、記載比率は、表示

単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2024年６月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

投資その他の資産

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,799,228

1,071,375

573,063

33,935

3,387

33,306

94,497

△10,337

918,658

582,803

338,503

1,078

10,310

228,914

1,278

2,718

55,009

50,003

5,005

280,845

54,607

12,231

190,862

12,857

23,207

△12,920

流 動 負 債 1,282,422

買 掛 金 179,675

短 期 借 入 金 470,000

1年内返済予定の長期借入金 187,398

1年内償還予定の社債 20,000

未 払 金 78,342

未 払 法 人 税 等 54,234

未 払 費 用 114,185

賞 与 引 当 金 210

資 産 除 去 債 務 10,000

そ の 他 168,376

固 定 負 債 891,355

社 債 60,000

長 期 借 入 金 701,946

リ ー ス 債 務 43,683

退職給付に係る負債 67,219

資 産 除 去 債 務 18,505

負 債 合 計 2,173,777

純 資 産 の 部

株 主 資 本 544,055

資 本 金 213,240

資 本 剰 余 金 152,407

利 益 剰 余 金 405,282

自 己 株 式 △226,874

その他の包括利益累計額 54

その他有価証券評価差額金 54

純 資 産 合 計 544,109

資 産 合 計 2,717,887 負 債 純 資 産 合 計 2,717,887
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連 結 損 益 計 算 書

(2023年７月１日から
2024年６月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,982,903

売 上 原 価 5,988,511

売 上 総 利 益 994,391

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 909,525

営 業 利 益 84,865

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 52

受 取 賃 貸 料 1,465

補 助 金 収 入 10,997

為 替 差 益 5,600

そ の 他 15,114 33,229

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,013

そ の 他 6,462 18,476

経 常 利 益 99,619

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,219 1,219

特 別 損 失

減 損 損 失 10,871

リ ー ス 解 約 損 102 10,973

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 89,864

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 73,555

法 人 税 等 調 整 額 △12,231 61,323

当 期 純 利 益 28,541

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 28,541
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連結株主資本等変動計算書

(2023年７月１日から
2024年６月30日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 213,240 144,268 416,560 △228,633 545,434

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △36,445 △36,445

親会社株主に帰属する当期純利益 28,541 28,541

自 己 株 式 の 処 分 8,139 1,759 9,898

企業結合による変動 △3,373 △3,373

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 - 8,139 △11,277 1,759 △1,379

当 期 末 残 高 213,240 152,407 405,282 △226,874 544,055

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 22 22 545,456

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △36,445

親会社株主に帰属する当期純利益 28,541

自 己 株 式 の 処 分 9,898

企業結合による変動 △3,373

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

32 32 32

連結会計年度中の変動額合計 32 32 △1,346

当 期 末 残 高 54 54 544,109
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連 結 注 記 表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

・連結子会社の数 ８社

・主要な連結子会社の名称 株式会社ビューティ花壇東日本

株式会社ビューティ花壇西日本

株式会社ＳＨＦ

株式会社花時

マイ・サクセス株式会社

株式会社セレモニーサービス

株式会社キャリアライフサポート

株式会社アグリフラワー

(2) 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の株式会社花時の決算日は３月31日、株式会社ＳＨＦ、株式会社セレモニーサービ

ス並びに株式会社キャリアライフサポートの決算日は５月31日、株式会社ビューティ花壇東日本、

株式会社ビューティ花壇西日本並びに株式会社アグリフラワーの決算日は６月30日であります。連

結計算書類の作成にあたっては、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

なお、マイ・サクセス株式会社の決算日は３月31日であり、連結決算日で本決算に準じた仮決算を

行った計算書類を基礎としております。

従来、連結子会社のうち決算日が５月31日であった、株式会社ビューティ花壇西日本（旧社名

株式会社OneFlower）については同日現在の計算書類を使用し連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、同社が決算日を６月30日に変更したこと

に伴い、当連結会計年度は2023年６月１日から2024年６月30日までの13か月間を連結しておりま

す。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価金額は、全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物は定額法によっております。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）

については社内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。

ハ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込

額のうち、当連結会計年度に負担すべき賞与支給見込額を計上

しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。

イ 生花祭壇事業、生花卸売事業並びにブライダル装花事業

生花祭壇事業、生花卸売事業並びにブライダル装花事業にお

いては、顧客に商品を引き渡すことで履行義務が充足されるこ

とから、引渡時点で収益認識を行っております。

ロ その他の事業

その他の事業においては、葬儀の提供や就労継続支援事業の

サービス又は役務提供の完了により履行義務が充足されること

から、サービス又は役務提供の完了時点で収益を認識しており

ます。
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⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費

用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

ハ のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、７年で均等償却しております。

2. 重要な会計上の見積り

（株式会社アグリフラワーにおける固定資産の減損）

（１）連結計算書類に計上した金額

建物及び構築物 106,153千円

工具器具備品 211千円

土地 22,588千円

その他 145千円

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、生花の調達価格を抑制することを重要な施策と位置付けており、調達価格を抑

制する手段として、農場を運営する株式会社アグリフラワー（以下、「同社」という。）における生

産を拡大することに取り組んでおります。しかし、花卉生産は天候や気候に左右され、安定した品

質で一定の生産数を確保するには技術的な課題もあり、同社は前連結会計年度より継続して営業損

失を計上しております。同社が保有する有形固定資産に減損の兆候があると判定したものの、同社

の保有する有形固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を

上回ることから、減損損失を認識しておりません。

同社は生産数量の確保や原価改善による費用削減のための施策に継続して取り組んでいますが、

当該施策の成否は不確実性を伴うものであり、同社の損益や経営環境に重要な影響を及ぼす可能性

があります。その結果、減損損失の認識が必要となる可能性があります。
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3. 連結貸借対照表に関する注記

（1）担保資産

短期借入金150,000千円及び長期借入金124,366千円(内、一年内返済予定長期借入金18,799千円)の

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 147,654千円

土地 198,527千円

合計 346,181千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 530,379千円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,076,000株

(2) 当連結会計年度末の自己株式の種類及び総数

普通株式 1,018,652株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議
株式の
種 類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2023年９月27日
定時株主総会

普通株式 36,445 9.00 2023年６月30日 2023年９月28日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議
株式の
種 類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年９月25日
定時株主総会

普通株式 16,229 4.00 2024年６月30日 2024年９月26日
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5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については安全性及び流動性を重視し、短期的な預金等に限定し、

資金調達については、主に銀行借入や社債発行によっております。また、デリバティブ取引は行

っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客である取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに

ついては、社内規定に従い、主要な取引先の与信管理を定期的に行い、取引相手ごとに期日及び

残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。営業債務である買掛金は、ほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。借入金及び社債

は、主に運転資金に係る資金調達であります。

営業債務、借入金、社債は流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資

金繰計画を作成し定期的に更新することにより管理しています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年６月30日（当期連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額

(千円)

時 価

(千円)

差 額

(千円)

(1) 長期借入金

(一年内返済予定含む）
889,344 881,032 △8,311

(2) 社債

(一年内償還予定含む）
80,000 77,426 △2,573

負債計 969,344 958,458 △10,884

(注)１．現金及び預金

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)２．売掛金、買掛金、短期借入金

これらは、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しております。

(注)３．市場価格のない株式等は上記表中には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下の通りであります。

区分 2024年6月30日

非上場株式 10,336千円

出資金 11,381千円
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はございません。

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2024年６月30日）

時価（千円）

レベル１ レ ベ ル ２ レベル３ 合計

長期借入金

(一年内返済予定含む）
― 881,032 ― 881,032

社債

(一年内償還予定含む）
― 77,426 ― 77,426

負債計 ― 958,458 ― 958,458

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金（１年内返済予定含む）並びに社債（１年内償還予定含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

6. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「1．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関する事項

④重要な収益及び費用の計上基準」にて、記載しております。

7. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 134円10銭

(2) １株当たり当期純利益 7円04銭
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貸 借 対 照 表

(2024年６月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 620,907 流 動 負 債 515,348

現 金 及 び 預 金 475,520 短 期 借 入 金 370,000

売 掛 金 719 一年内返済予定長期借入金 92,998

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 276 一年内償還予定の社債 20,000

前 払 費 用 13,732 リ ー ス 債 務 9,373

未 収 入 金 84,661 未 払 金 12,417

そ の 他 45,997 未 払 費 用 4,380

貸 倒 引 当 金 △0 未 払 法 人 税 等 4,055

固 定 資 産 764,314 預 り 金 2,122

有 形 固 定 資 産 286,250 固 定 負 債 438,639

建 物 115,506 社 債 60,000

構 築 物 23,761 長 期 借 入 金 293,120

機 械 装 置 2,519 リ ー ス 債 務 35,410

工 具 器 具 備 品 1,602 退 職 給 付 引 当 金 3,419

土 地 142,860 債務保証損失引当金 46,689

無 形 固 定 資 産 41,618 負 債 合 計 953,987

ソ フ ト ウ エ ア 41,618 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 436,445 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

431,234

213,240

150,195

133,240

16,955

294,673

770

293,903

293,903

△226,874

投 資 有 価 証 券 10,001

関 係 会 社 株 式 146,156

出 資 金 8,650

保 険 積 立 金 174,596

関係会社長期貸付金 150,836

破 産 更 生 債 権 等 3,315

長 期 前 払 費 用 959

投 資 不 動 産 16,145

貸 倒 引 当 金 △74,215

純 資 産 合 計 431,234

資 産 合 計 1,385,221 負 債 純 資 産 合 計 1,385,221
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損 益 計 算 書

(2023年７月１日から
2024年６月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,685,406

売 上 原 価 1,335,835

売 上 総 利 益 349,570

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 317,598

営 業 利 益 31,971

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,862

受 取 配 当 金 18,984

受 取 賃 貸 料 11,953

補 助 金 収 入 610

経 営 指 導 料 29,678

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 11,354

そ の 他 3,900 78,345

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,409

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 29,000

不 動 産 賃 貸 費 用 2,711

そ の 他 530 39,651

経 常 利 益 70,665

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 722 722

特 別 損 失

リ ー ス 解 約 損 102 102

税 引 前 当 期 純 利 益 71,286

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,735 2,735

当 期 純 利 益 68,550
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株主資本等変動計算書

(2023年７月１日から
2024年６月30日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

純 資 産
合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利益
準備金

そ の 他
利益剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 213,240 133,240 8,816 142,056 770 257,621 258,391 △228,633 385,053 385,053

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △36,445 △36,445 △36,445 △36,445

当期純利益 68,550 68,550 68,550 68,550

自己株式の処分 8,139 8,139 1,759 9,898 9,898

企業結合による変動 4,176 4,176 4,176 4,176

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

- - 8,139 8,139 - 36,281 36,281 1,759 46,180 46,180

当 期 末 残 高 213,240 133,240 16,955 150,195 770 293,903 294,673 △226,874 431,234 431,234

― 39 ―

2024年08月28日 16時59分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

（1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

（2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

（3）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並

びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

③ 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見

込額を計上しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準

当社は2024年１月１日付で持株会社体制に移行しており、移行前の収益及び費用の計上基準は、

「連結注記表（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）（3）会計方針に関する事項 ④

重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

同日以降は持株会社として子会社の経営指導及び管理業務の受託等を行っており、経営管理料、

受取配当金等が主な収入となります。経営管理料は子会社への契約内容に応じた受託業務を提供

することが履行義務であり、一定の期間にわたり当社の履行義務が充足されることから、契約期

間にわたり当該業務の提供に応じて収益を認識しています。
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2. 重要な会計上の見積り

（関係会社投融資等の評価）

（１）計算書類に計上した金額

関係会社株式 146,156千円

関係会社長期貸付金 150,836千円

関係会社に対する貸倒引当金 70,836千円

関係会社に対する債務保証損失引当金 46,689千円

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、2024年6月30日現在８社の関係会社を有しており、貸借対照表上、関係会社株式を

146,156千円計上しております。当社では、各関係会社の業績等を把握し、予算との比較分析を実

施し、事業年度末において、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額は、一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した各関係会社の直近事業年度の計算書類

を基礎とした１株当たり純資産額、若しくは１株当たり純資産額に買収時に認識した超過収益力を

反映させたものとしております。実質価額に著しい低下があると判定した関係会社株式について

は、将来事業計画等に基づいて実質価額の回復可能性を検討する方針としており、過去に回復可能

性が見込めないとして関係会社株式の帳簿価額を全額評価損として計上した事象も存在します。

また、関係会社の一部に対して貸付け及び債務保証を行っており、関係会社の直近事業年度の計

算書類等に基づいて回収可能性及び履行可能性を評価し、債務超過状態となっている関係会社に対

する貸付け及び債務保証に関して債務超過相当額を、回収可能性がなく、履行可能性が高いものと

して、70,836千円の貸倒引当金、46,689千円の債務保証損失引当金を計上しております。

関係会社の業績が著しく変動した場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式及び貸倒

引当金、債務保証損失引当金の金額に影響を及ぼす可能性があります。
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3. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産

短期借入金120,000千円の担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 115,610千円

構築物 2,041千円

土地 142,829千円

合計 260,481千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 130,640千円

(3) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。

株式会社ビューティ花壇西日本 70,000千円

株式会社ＳＨＦ 47,878千円

株式会社セレモニーサービス 36,553千円

株式会社アグリフラワー 175,915千円

(4) 区分表示したものの他、関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 82,051千円

短期金銭債務 254千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引 売上高 123,320千円

仕入高 468,257千円

販売費及び一般管理費 1,645千円

営業取引以外の取引高 40,687千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,018,652株
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6. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者と

の関係 取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)
役員の

兼任等

事業上

の関係

子会社

株 式 会 社

ビューティ

花壇東日本

東京都

葛飾区
10,000

生花祭壇

の 制 作

販 売

(所有)

直接

100.0

兼任

経営管理

資金 の

貸 付

債 務

被保証

経営管理料

(注1)
55,937未収入金 20,213

経費の立替

(注2)
-立替金 9,811

資金の回収 70,000

関係会社

長 期

貸付金

80,000

資金の貸付 150,000 - -

債務被保証

(注6)
120,000 - -

子会社

株 式 会 社

ビューティ

花壇西日本

熊本県

熊本市
10,000

生花祭壇

の 制 作

販 売

ブライダル

装花、ブーケ

等の販売

(所有)

直接

100.0

兼任

債務

保証

建物の

賃貸

経営管理料

(注1)
48,026 未収入金 13,471

経費の立替

(注2)
- 立替金 27,142

建物の賃貸

(注3)
16,896 - -

債務保証

(注5)
70,000 - -

債務被保証
(注6)

120,000 - -

子会社
株 式 会 社

Ｓ Ｈ Ｆ

京都府

福知山市
58,000

システム

開発事業

(所有)

直接

100.0

兼任
債務

保証

債務保証

(注5)
47,878 - -

子会社
マイ・サクセス

株 式 会 社

千葉県

成田市
30,000

花卉等の

卸売販売

(所有)

直接

100.0

兼任

生花の

仕入・

資金の

貸付

生花の仕入

(注4)
453,553 - -

経営管理料

(注1)
17,023 未収入金 2,709

子会社

株 式 会 社

セレモニー

サ ー ビ ス

熊本県

熊本市
22,000

冠婚葬祭

に関する

企画並びに

コンサルタント

業 務

(所有)

直接

100.0

兼任
資金の

貸付

- -

関係会社

長 期

貸付金

(注7)

36,836

債務保証

(注5、7)
36,553 - -
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子会社

株 式 会 社

ア グ リ

フ ラ ワ ー

千葉県

成田市
5,000

農業生産

法 人

(所有)

直接

25.0

間接

75.0

兼任
資金の

貸付

資金の貸付 29,000

関係会社

長 期

貸付金

(注7)

34,000

債務保証

(注5、7)
175,915

上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 経営管理料については、経営規模、業績動向等を総合的に勘案し、合理的に決定しておりま

す。

2. 経費の立替については、外部への取引業者への立替払いであり、親子間の直接的な取引では

ないため、取引金額の記載を省略しております。

3. 建物の賃貸料については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉のうえ、賃貸料金額を決定して

おります。

4. 生花の仕入価格等の取引条件については、市場相場等を勘案して決定しております。

5. 債務保証は、運転資金及び設備投資の借入金に対する借入先への保証です。

6. 債務被保証は、金融機関からの借入金に対する保証です。

7. 株式会社セレモニーサービスへの貸付金に対して、36,836千円の貸倒引当金を計上しており

ます。また、同社の金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。当事業年度に

おいて債務保証損失引当金戻入額1,834千円を計上し、7,002千円の債務保証損失引当金を計

上しております。

株式会社アグリフラワーへの貸付金に対して、当事業年度において29,000千円の貸倒引当金

繰入額を計上し、34,000千円の貸倒引当金を計上しております。また、同社の金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。当事業年度において債務保証損失引当金戻入額

9,520千円を計上し、39,687千円の債務保証損失引当金を計上しております。

7. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「1.重要な会計方針

に係る事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。

8. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 106円28銭

(2) １株当たり当期純利益 16円91銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年８月28日

株式会社ビューティカダンホールディングス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
九州事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 沖 聡 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 田 宏 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ビューティカダンホールディングス（旧

社名 株式会社ビューティ花壇）の2023年７月１日から2024年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ビューティカダンホールディングス（旧社名 株式会社ビューティ花壇）及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年８月28日

株式会社ビューティカダンホールディングス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
九州事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 沖 聡 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 田 宏 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ビューティカダンホールディング

ス（旧社名 株式会社ビューティ花壇）の2023年７月１日から2024年６月30日までの第28期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年7月1日から2024年6月30日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2021年11月16日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は、認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

2024年８月28日

株式会社ビューティカダンホールディングス 監査役会

常勤監査役 岡 田 正 人 ㊞

社外監査役 宮 田 房 之 ㊞

社外監査役 吉 永 賢一郎 ㊞

以 上
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(熊本桜町バスターミナル)

株主総会会場ご案内図

会場 熊本県熊本市中央区桜町３番40号

熊本城ホール

３階 会議室Ｅ１・２

アクセス 熊本駅から／市電 約12分、車 約10分

阿蘇くまもと空港から／バス 約46分

熊本ICから／車 約35分
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